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【問合せ】都市対策課

　平成26年 8月に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトシ
ティの形成を推進する立地適正化計画が制度化され、筑後市でも平
成31年度から計画策定に着手しています。
　今回からシリーズで立地適正化計画に関する制度や計画の内容
を、分りやすく紹介していきます。

　今回は「立地適正化計画策定の背景」です。 せ】都市対策課（☎65 7

都市対策課長が説明します！都市対策課長が説明します！

要
概
の
市

へ
ち
ま
な
ト
ク
パ
ン
コ

み
組
り
取
の
市

～持続可能なまちづくり～シリーズ 立地適正化計画

率
化
齢
高
と
移
推
の
口
人
の
市

（☎65-7028）

　

筑
後
市
は
、
緑
豊
か
な
恵
ま
れ
た
自
然

環
境
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
交
通
の
利

便
性
に
も
優
れ
、
県
南
地
域
の
交
通
の
要

衝
と
し
て
、
人
口
の
増
加
と
と
も
に
都
市

の
拡
大
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
九
州
新
幹

線
筑
後
船
小
屋
駅
の
開
業
や
国
道
４
４
２

号
バ
イ
パ
ス
の
開
通
、
県
営
筑
後
広
域
公

園
の
開
園
、
さ
ら
に
は
平
成
28
年
３
月
の

H
A
W

K
S

ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
筑
後
の

開
業
な
ど
、
自
然
と
都
市
基
盤
が
バ
ラ
ン

ス
よ
く
整
備
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
全
国
規
模
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
少
子
高
齢
化
の
影
響
は
本
市
に
も
及

び
、
微
増
し
て
き
た
人
口
も
、
今
後
は
減

少
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
人

口
が
減
少
す
る
こ
と
で
、
税
収
の
減
少
に

よ
る
財
政
規
模
の
縮
小
、
生
活
利
便
施
設

や
公
共
交
通
の
縮
小
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
機
能
の
低
下
な
ど
が
予
測
さ
れ
、
人
々

の
暮
ら
し
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
人
口
減
少
と
高
齢
化
の
進
展
を
見

据
え
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
代
に
と
っ
て
、

安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
健
康
で
快
適
な
生

活
環
境
を
実
現
す
る
こ
と
、
財
政
面
と
経
済

面
に
お
い
て
持
続
可
能
な
都
市
経
営
を
可
能

と
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
は
、
医
療
・
福
祉
施
設
や

商
業
施
設
、
住
居
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
立
地

す
る
拠
点
地
域
と
市
内
各
地
域
が
公
共
交
通

で
つ
な
が
り
、
誰
も
が
生
活
利
便
施
設
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
な
ど
、
福
祉
や
交
通
な
ど
も

含
め
た
都
市
全
体
の
構
造
を
見
直
し
、
「
コ

ン
パ
ク
ト
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の

考
え
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
平
成
26
年  

に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
が
改
正
さ
れ
、
国

は
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
的
と

し
た
「
立
地
適
正
化
計
画
」
の
策
定
に
つ
い

て
、
積
極
的
な
検
討
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
で
、
都
市
計
画

区
域
を
有
す
る
１
，
３
５
２
自
治
体
の
内
、

５
２
２
自
治
体
が
こ
の
計
画
の
策
定
に
取
り

組
ん
で
い
て
、
本
市
も
平
成
31
年
度
か
ら
計

画
策
定
に
着
手
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
に
策
定
し
た
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
を
踏
ま
え
、
市
は
、
そ
の
発
展

型
と
な
る
立
地
適
正
化
計
画
の
策
定
に
向
け

て
、
平
成
31
年
度
か
ら
立
地
適
正
化
計
画
検

討
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
同
委
員
会
で

は
、
有
識
者
や
関
係
機
関
・
団
体
の
代
表
者

な
ど
11
人
で
計
画
案
の
検
討
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

今
後
、
計
画
案
の
公
表
や
説
明
会
な
ど
を

実
施
し
な
が
ら
、
今
年
度
末
の
策
定
を

め
ざ
し
ま
す
。


